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ハイランド 目自治会規約 

制定 成 日              

改定 成 日 

 

 

第 章 総 則 

目 的  

第 条 会 会員相互 連絡 環境 整備 集会施設 維持管理等良好 地域社会 維持及

び形成 資 地域的 共 活動を行う を目的  

 称  

第 条 会 ハイランド 目自治会 称  

区 域  

第 条 会 区域 須賀 ハイランド 目  

主 務所 所在地  

第 条 会 主 務所 奈川県 須賀 ハイランド 目 番 号 置く                   

 

第 章 会 員 

会員 資格  

第 条 第 条 定 区域 所を 個人 会 会員  

 会 区域 所在 業所及び 会 団体等 賛助会員  

入 会  

第 条 会 入会 う 者 入会申込書を会長あ 提出 役員会 承 を得

い  

 会 正当 理由 い限 前条 定 会員 資格を 個人 入会を拒 い  

会 費  

第 条 会員 総会 い 定 会費を納入 い  

 納入 会費そ 他 出金 返還 い  

退 会  

第 条 会を退会 う 者 退会届を会長あ 提出  

 会員 死亡 又 区域 所を く 退会  

世帯 表会員  

第 条 世帯 表会員 会費を納入 い 世帯を単位 当 世帯 会員を 表 者

総会 都度 1 を定  

 

   第 章 役 員 

役 員  

第 条 会 役員を置く  

 会長   
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副会長  

部長   

会計   

監    

 役員 総会 い 会員 中 選任  

 監 そ 他役員を 会長 会計を相互 兼 い  

役員 職務  

第 条 会長 会を 表 会務を統括  

 副会長 会長を補 会長 故 あ そ 職務を 理 会長

そ 職務を行う  

 部長 会長 副会長を補 会 部所を 掌  

 会計 会 金銭出納 い 掌  

 監 地方自治法第 条 職務を行う  

役員 任期  

第 条 役員 任期 再任を妨 い  

 補 選任 役員 任期 前任者 残任期間  

 役員 辞任 又 任期 満了 場合 い 任者 就任 そ 職務を行

わ い  

役員 解任  

第 条 役員 各号 い 当 総会 い 世帯 表会員

意 を解任  

 心身 故障 職務 執行 堪え い  

 職務 義務 そ 他役員 ふ わ く い行為 あ    

 

第 章 総 会 

総 会  

第 条 総会 会員を 構成  

 総会 通常総会及び臨時総会  

総会 能  

第 条 総会 規約 別 定 ほ 会 運営 関 重要 項を議決

 

総会 開催  

第 条 通常総会 毎 開催  

 臨時総会 掲 場合 開催  

   会長 必要  

会員 会議 目的 項を示 請求 あ  

監 地方自治法第 条 第 号 規定 招集  

総会 招集  

第 条 総会 会長 招集  
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 会長 前条第 項第 号及び第 号 規定 請求 あ 時 臨時総会を 日

招集 い  

 総会を招集 会員 対 会議 目的 項及びそ 容並び 日時及び場所を

示 開会 日 日前 文書を 通知 い  

総会 議長  

第 条 総会 議長 そ 総会 い 出席 世帯 表会員 う 選出  

総会 定足数  

第 条 総会 世帯 表会員 過半数 出席 開会 い  

総会 議決  

第 条 総会 議 規約 別 定 ほ 出席 世帯 表会員 過半数

意を 決 可否 数 議長 決  

総会 書面表決等  

第 条 や を得 い理由 総会 出席 い世帯 表会員 あ

通知 項 い 書面を 表決 又 他 世帯 表会員を 理人 表決

を委任 場合 い 前 条 規定 適用 い 出席 世帯

表会員  

総会 議 録  

第 条 総会 議 い 項を 載 議 録を作成 い   

総会 日時及び場所 

世帯 表会員 現在数 

出席 世帯 表会員 数 書面表決者及び表決委任者 場合 あ そ 旨を付

 

議決 項 

議 経過 概要及びそ 結果 

議 録署 人 選任 関 項 

 議 録 議長及びそ 会議 い 選任 議 録署 人 人 署 押印を

い   

 

第 章 役員会 

役員会  

第 条 役員会 監 を除く役員を 構成  

役員会 能  

第 条 役員会 規約 別 定 ほ 項 い 議決   

総会 議決 項 執行 関  

総会 付議 項 

そ 他総会 議決を要 い 会 会務 執行 関 項 

役員会 開催  

第 条 役員会 会長 必要 又 役員 会議 目的

項を示 請求 あ 日 開催 い  
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役員会 招集  

第 条 役員会 会長 招集  

 役員会を招集 役員 対 会議 目的 項及びそ 容並び 日時及び場所

を示 開会 日 日前 文書を 通知 い  

 

役員会 議長  

第 条 役員会 議長 会長 当  

役員会 定足数  

第 条 役員会 役員 出席 開会 い  

役員会 議決  

第 条 役員会 議 出席 役員 過半数 意を 決 可否 数 議

長 決  

役員会 書面表決  

第 条 や を得 い理由 役員会 出席 い役員 あ 通知 項

い 書面を 表決 場合 い 前 条 規定 い

出席 役員  

役員会 議 録  

第 条 第 条 規定 役員会 議 録 い 準用 場合 い 条中 総

会 あ 役員会 世帯 表会員 あ 役員 書面表決者及び表決

委任者 あ 書面表決者 読 替え  

 

第 章 資産 業計画等 

資産 構成  

第 条 会 資産 掲 を 構成  

 財産目録 載 財産 

会費 

活動 伴う 入 

資産 生 入 

そ 他 入 

資産 管理  

第 条 会 資産 会長 管理 そ 方法 会長 役員会 議決を経 定  

 会 資産 第 条第 号 資産を処 又 担保 供 場合 総会 い 世

帯 表会員 議決を要  

 会 経費 資産を 支弁  

業 度  

第 条 会 業 度 毎 日 始 翌 日 終わ  

業計画及び 支予算  

第 条 会 業計画及び 支予算 毎 業 度 会長 作成 そ 度開始前

総会 議決を得 い  
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 前項 規定 わ 度開始 予算 総会 い 議決 い い場合 会

長 総会 い 予算 議決 日 間 前 度 予算を基準 入支出を

 

業報告及び 支決算  

第 条 会 業報告及び 支決算 毎 業 度 会長 業概要報告書         

支計算書 財産目録等 作成 監 監査を経 そ 度終了 箇 総会

承 を得 い  

長期借入金  

第 条 会 資金 借入 を う 総会 い 世帯 表会員

意を得 い  

 

第 章 規約 変更及び解散 

規約 変更  

第 条 規約 総会 い 世帯 表会員 議決を得 須賀

長 可を得 変更 い  

解散及び残余財産 処  

第 条 会 由 解散  

破産 

須賀 長 可 消  

総会 決議 

構成員 亡 

 総会 決議 基 い 解散 場合 世帯 表会員 意を得

い  

 解散 存 残余財産 会 類似 目的を 団体 寄附  

 

第 章 雑 則 

備付 帳簿及び書類  

第 条   会 務所 規約 会員 簿 可及び 等 関 書類 総会及               

び役員会 議 録 支 関 帳簿 財産目録 資産 状況を示 書類そ 他必要 帳簿

及び書類を備え く  

委任  

第 条 規約 施行 い 必要 項 会長 総会 議決を経 別 定  

    

附 則 

 規約 成 日 施行  

 会 設立当初 役員 第 条第 項及び第 項 規定 わ 別紙役員 簿

そ 任期 第 条第 項 規定 わ 設立 可 あ 度

 

 会 設立当初 業 度 第 条 規定 わ 設立 可 あ 日
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度  

 会 設立当初 業計画及び 支予算 第 条 規定 わ 設立総会 定

 

 

  附則 

 規約 成      日 施行  
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ハイランド 目自治会規約施行細則 

 

制定 成 日 

改定 成     日 

 

 

第 章  総 則 

目 的  

第 条 ハイランド 目自治会規約 規約 いう 第 条 基 規約施行細則

い 必要 項を定  

活 動  

第 条 会 規約第 条 定 目的を 成 活動を行う  

防犯・防災並び 生活環境 向 資 活動 

親睦 文化 び福祉 向 資 活動 

近隣地域 各種団体 対 協力活動 

行政官庁 連絡 び伝 活動 

そ 他 会 目的を 成 必要 活動 

 

第 章  会 員 

入退会 手続  

第 条 会 入会 う 者 様式第 号 入会申込書を会長あ 提出  

 会を退会 う 者 様式第 号 退会届を会長あ 提出  

賛助会員  

第 条 規約第 条 項 定 賛助会員 総会等 表決 を い  

会 費  

第 条 規約第 条 定 会費 自治会費 街路防犯灯費 種類 総会 い 別

表 通 定  

 街路防犯灯費 ハイランド 目 居 会 入会 い い世帯 徴  

会費 徴  

第 条 会費 世帯単位 原則 期 箇 を 回徴  

会費 納入  

第 条 会費 会員 翌 納入 度途中 退会会員 会費 自治会

寄付金 返却 い  

会費 減免  

第 条 会員 特別 情 あ 場合 会費減免を申 出  

 会員 会費 減免 申 出 あ 場合 会長 そ 実情を調査 役員会 承 を得

減免  

 

第 章  組織 職務 

会 組織 職務  

第 条 第 条 掲 活動を 滑 行う 各部を置 そ 職務を
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定  

 総務部    会 会員世帯数 管理 公文書 作成 管理 び 属 い会

務全般 関 項 

会 計    会全般 担当範 経理 び財産管理 関 項 

環境衛生部  生活環境 維持向 資源回 等 関 項 

防災部    地域 災害予防活動 び防災資機材管理等 関 項 

防犯部    地域 安全活動 び防犯情報 集 伝 啓 関 項 

広報部    会員 広報紙 回覧紙 配 等 関 項 

文化部    各行 企画・実施 そ 他親睦 文化活動推進 関 項 

福利厚生部  会員 保健衛生・福利厚生 福祉向 関 項 

 原則 各部 副部長 び部員を置く  

 必要 応 部活動を推進 自主組織を置く  

監  

第 条 監 規約第 条 項 職務を行う  

会 会計 び資産 状況 い 監査  

会長 副会長 びそ 他 役員 会務執行を監査  

会計 び資産 状況 会務執行 い 法 若 く 規約 著

く不当 項 あ を総会 報告  

前号 報告を 必要 あ 総会 招集を請求  

 監 役員会 び班長会 出席 意見を述  

顧 問  

第 条 規約第 条 定 役員 ほ 会長 必要 場合 会 顧問を若 置

く 顧問 会長 委嘱 就任  

顧問 会長 相談を 適 助言を行う  

班 編成  

第 条 会 滑 運営を 会員 世帯を地区別 区 班を形成  

第 条 班 規模 会員相互 密 連絡 可能 会 運営 支障を生 い範  

班長 選出 職務  

第 条 班毎 班長を選出 班長 班を 表 職務を行う  

班 会員 各種連絡 

班 会員 意見集約 

班 会員 会費集金 納入 

所属 各部 会務 

班長 所属  

第 条 班長 い 部 所属  

環境衛生部  

防災部 

防犯部 

広報部 
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文化部 

第 条 原則 各部毎 所属 班長 副部長を互選 会長 委嘱 副部長

部長 故あ 場合 を 行  

班長 任期  

第 条 班長 任期 箇 但 再任 妨 い  

選挙 び被選挙  

第 条 会員 選挙 び被選挙 所属 世帯を 個  

役員 び顧問 選任  

第 条 規約第 条 項 基 会 役員 方法 選出  

暦 役員選考委員会を 足 会長選挙を告示  

告示 日間 亘 会長立候補者を 付  

立候補者 複数 あ 場合 選挙を行う 立候補者 い い場合 役員選考委員会

い 会長候補者を選出 総会 承 を得 決定  

副会長 会計 各部部長 監 顧問 会長 委嘱 総会 承 を得 選任  

役員選考委員会 当 度 各部長 構成 総務部長 委員長を務  

選挙 場合 投票方法 細を別途定 班長会 承 を得 行う  

 

第 章  総会 

総会付議 項   

第 条 規約第 条 基 総会 項を付議  

前 度決算報告及び 業報告 

新 度予算及び 業計画 

役員 選出 

規約 変更 

施行細則 変更 

そ 他 会 運営 関 重要 項 

表 決  

第 条 世帯 表会員 総会 い 各々1 個 表決 を  

 規約第 条 基 書面を 表決 世帯 表会員 議決 行使書 を 他 世

帯 表会員を 理人 委任 場合 委任状 を 総会開催日 前々日 会長 提

出  

総会 委任  

第 条 規約第 条 定 委任 方法 通  

理人欄 載 い場合 会長を 理人 委任  

 

第 章  役員会 び班長会 

役 員 会  

第 条 役員会 規約第 条 び施行細則第 条 く 項を審議決定  

 役員会 担当 会務を実務処理 ほ 大役員会 び班長会 い 運営等 関
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項を審議  

大役員会  

第 条 大役員会 役員 び会長 必要 目 地域団体 関係者 構成

原則 回開催  

 大役員会 会長 議長を務 緊急を要 場合 会長 臨時 召集

 大役員会 項を審議  

総会 び班長会 提出を必要 項 

そ 他 運営 関 会務執行 必要 項 

役員 兼務  

第 条 会 業 関連 組織 役員 役員会 承 を得 会 役員 兼務

  

班 長 会  

第 条 班長会 役員 び班長 構成 原則 1 回開催  

 班長会 会長 召集 議長を務  

 班長会 成立 全班長 出席を要 出席班長 過半数 意を 決

可否 数 議長 決  

 役員 表決 を持 い  

 班長会 項を付議  

会 活動 び運営 関 項 

 

第 章  資産 業計画等 

会  計  

第 条 会 会費 び 交付金 補助金 奨励金 び 資産 生 入そ

他 入 運営  

第 条 会 会計 度 毎 日 始 翌 日 終わ  

第 条 会 支 関 予算 び決算 び 街路防犯灯費 個別会計 役員

会 統括管理 そ 必要 務手続等を行う  

経  費  

第 条 規約第 条 項 基 会務 必要 経費を支給  

会 役員 そ 他関係者 無報酬 但 会務処理 要 実費 支給

 

自治会活動 出張 研修等 参加 別表 交通費を支給

 

慶弔金  

第 条 会員 び 居家族 弔 生 場合 別表 弔慰金を贈呈 弔慰を表

 

 役員会 必要 場合 慶 金を贈呈 場合 班長会 承

を得  
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第 章  細則 変更 

細則 変更  

第 条 施行細則を変更 場合 総会 い 出席 世帯 表会員 過半数

意を得 い  

 

第 章  雑 則 

助 成  

第 条 会 第 条 定 目的を 成 自治会活動 滑 遂行を 役員

会 必要 場合 目地域団体 対 助成 場合 必要 項

い 班長会 承 を得  

会務 委  

第 条 会 目的 遂行 び運営 い 第 条 定 会組織 処理 い問

び 態 生 場合 専門部会 外部等 そ 調査研究 く 処理を委

場合 必要 項 い 役員会 承 を得  

委 任  

第 条 緊急を要 項 い 会長 役員会 意を得 処置

場合 必要 項 い 班長会 承 を得  

第 条 施行細則 定 い 項 い 役員会 協議決定 処置 場合

必要 項 い 班長会 承 を得   

 

 

附 則 

 施行細則 成 日 適用  

  成  通常総会承  

 

 附 則 

 施行細則 成      日 適用  

  成    通常総会承  
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別表 規約施行細則第 条関係        

改定 成 24 5 13 日 

．自 治 会 費 

会 費 

 区 分 般世帯 母子 父子世帯 単身世帯 

会 費 ヶ月 ヶ月 ヶ月 

 

母子 父子 単身世帯 あって 該当者 申告 さ た場合 みとす  

 

．街路防犯灯費 

 訳 

          街路防犯灯費 防犯車両経費 防犯カメラ維持管理費等 合計 

費 用 

           世帯あた ヶ月 律 とす  

 街路防犯灯費 ハイランド 目 居住し 本会 入会してい い世帯 も徴収す  

 

  

 

 

別表 規約施行細則第 条関係  

 

．交 通 費 

   支給額 

区 分 
居住地周辺 

除くハイランド  
横須賀市  そ 他 地域 

支給額  ，  実  費 

 

 

 

 

  別表  規約施行細則第 条関係  

 

   ．弔 慰 金 

 贈呈額     

 ，  


